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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２７年１０月１５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 漁網損傷 

発生日時 平成２６年１０月７日 １７時５８分ごろ 

発生場所 阪神港堺
さかい

泉北
せんぼく

区西方沖（大阪湾中央部） 

泉北
せんぼく

大津南
おおつみなみ

防波堤灯台から真方位２８０°６.２海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°３２.９０′ 東経１３５°１５.３８′） 

事故調査の経過  平成２６年１１月２０日、本事故の調査を担当する主管調査官（神

戸事務所）を指名した。 

 なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

旅客フェリー つくし、１３,３５３トン 

 １３５９９８、阪九フェリー株式会社 

 １９５.０ｍ×２６.４ｍ×１８.６ｍ、鋼 

 ディーゼル機関２基、２０,１５２kＷ（合計）、平成１５年２月２

０日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４６歳 

 二級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成８年１２月２６日 

  免 状 交 付 年 月 日  平成２３年１２月２２日 

  免状有効期間満了日 平成２８年１２月２５日 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 なし 

漁網 破損 

 事故の経過  本船は、船長ほか２４人が乗り組み、平成２６年１０月７日１７時

４０分ごろ、関門港新門司区に向け、阪神港堺泉北区泉大津フェリー

ターミナルを離岸した。 

船長は、船橋前部中央に立って操船の指揮をとり、三等航海士を主

機の操作に、甲板手を手動操舵にそれぞれつけ、船尾配置から戻った

二等航海士を船橋前部左舷のレーダーで、もう１人の甲板手を目視に

よりそれぞれ見張りに当たらせ、阪神港の大津南航路を約１５ノット

（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で、増速しながら西北西進し

た。 

船長は、大阪湾運航サポート協議会が提供する情報（以下「本件情
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報」という。）で、大津南航路西口から明石
あ か し

海峡航路東口付近に向か

う２８０゜（真方位、以下同じ。）の予定針路線の北方及び南方にそ

れぞれ１連の流し網（以下「北網」及び「南網」という。）が投入さ

れており、両流し網の各端に標識灯が設置されていることを知ってい

た。 

 船長及び船橋当直の乗組員は、北網の南端を示す標識灯（以下「南

端ブイ」という。）及び南網の北端を示す標識灯（以下「北端ブイ」

という。）が見当たらなかったが、レーダー画面上で左舷前方に認め

た漁船（以下「本件漁船」という。）の映像及びその付近の北端ブイ

と思われる映像を見て、南網が本件情報よりも南方に設置されている

ものと思った。 

 船長は、右舷船首方に認めていた南下船の船首方を十分な距離をと

って横切るとともに北端ブイと思われる映像からの距離を保って航行

することとし、針路を２５５゜に転じ、約２０knの速力で航行した。 

 船長は、南下船の船首方を横切って西南西進中、１７時５８分ご

ろ、停止していた本件漁船が、南網をサーチライトで照らしながら北

方に向けて航行を始めたので、不安を感じたが、右舷船尾方に見えた

灯火が本船の航跡から離れているように見えたので、無事に通過した

ものと思い、明石海峡航路東口に向けて右転し、西北西進した。 

 本船運航会社の担当者は、１８時３２分ごろ、南網の所有者である

本件漁船の船長から本船が南網を損傷させた旨の連絡を受けた。 

 船長は、１９時００分ごろ、本船運航会社の担当者から本船が南網

の上を通過して損傷させた旨の連絡を受けた。 

（付図１ 航行経路図、付表１ ＡＩＳ記録（抜粋） 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ３、視界 良好 

海象：潮汐 高潮時、波高 約０.５～１.０ｍ 

日没時刻 １７時３５分、日没方位 ２６４゜ 

 その他の事項 

 

 本船は、乗客１９６人を乗せ、車輌２３５台を積み、喫水が船首約

６.３８ｍ、船尾約６.４８ｍであった。 

 大阪湾運航サポート協議会は、大阪湾における効率的かつ安全な船

舶運航を支援するために、流し網漁業に従事する漁業者の協力を得

て、流し網の投入場所の情報提供を行っている。 

 船長は、毎年９月から１２月まで本事故海域で流し網漁が行われて

いることを承知しており、レーダー及び目視により流し網の位置を確

認しながら流し網から最低約０.５Ｍの距離をとって付近を通過する

ようにしていた。 

 船長は、状況によっては、流し網の両端を示す灯火及び旗ざお等が

見えにくいことがあると感じていた。 

 南網の所有者は、南網の情報を提供するとともに南網両端部のブイ

に立てた高さ約２ｍの旗ざおに紅色点滅灯１個を、また両端部間には
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約１,０００ｍ間隔で黄色点滅灯をそれぞれ設置していた。 

 船長は、点滅灯の色を知っていたが、本事故時は常用薄明であり、

北端ブイが見えにくく、北端ブイと思った灯火が南網の中間に位置す

る黄色点滅灯であった可能性があると本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、阪神港堺泉北区西方沖を西進中、船長が、レーダー画面上

で認めた映像を北端ブイと思い、その北側を航行したことから、南網

の上を通過することとなり、南網が損傷したものと考えられる。 

 船長は、北端ブイを視認できなかった際、レーダー画面上で左舷前

方に本件漁船及びブイの映像を認めたことから、そのブイが北端ブイ

であると思ったものと考えられる。 

 船長は、常用薄明時であったことから、北端ブイを見落とした上

に、南網の中間に設置されていた黄色点滅灯を北端ブイの紅色点滅灯

と見間違え、南網の上を通過した可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、日没後の薄明時、本船が、阪神港堺泉北区西方沖を西進

中、船長が、レーダー画面上で認めた映像を北端ブイと思い、その北

側を航行したため、南網の上を通過することとなったことにより発生

したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・流し網付近を通過する場合、両端部に取り付けられたブイ及び灯

火の視認に努めること。 

 ・太陽光の海面反射により、漁網のブイ等が見えにくくなることに

留意すること。 

 ・本件情報により流し網が投入されている旨の情報を得た場合、流

し網等の位置は、漁業者が最初に流し網を入れた場所及び入れ終

えた場所に関する情報であることに留意すること。 
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付図１ 航行経路図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付表１ ＡＩＳ記録（抜粋） 

 

付表１ ＡＩＳ記録（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※ 船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置を示す。 

時　刻 北　緯 東　経 船首方位 対地針路 対地速力

（時：分：秒） （°-′-″） （°-′-″） （°） （°） （kn）

 17:28:58 34-31-03.2 135-23-45.4 239 204 0.0
 17:29:09 34-31-03.3 135-23-45.5 239 053 0.0
 17:29:58 34-31-03.4 135-23-45.2 236 187 0.6
 17:30:58 34-31-01.3 135-23-43.0 238 228 3.2
 17:34:58 34-31-14.9 135-23-13.9 335 333 11.2
 17:40:04 34-32-14.7 135-22-42.5 329 328 15.2
 17:44:57 34-32-48.2 135-21-17.3 275 274 17.9
 17:49:57 34-33-04.1 135-19-26.2 279 277 19.6
 17:55:03 34-33-02.0 135-17-23.4 255 254 20.3
 17:56:03 34-32-56.5 135-17-01.2 255 255 20.5
 17:57:01 34-32-51.8 135-16-37.9 264 262 20.5
 17:58:03 34-32-49.4 135-16-12.3 265 264 20.6
 17:59:03 34-32-49.6 135-15-47.6 276 274 20.4
 18:00:04 34-32-52.3 135-15-22.6 289 286 20.4
 18:00:57 34-33-01.3 135-15-00.5 301 297 20.2
 18:01:58 34-33-11.0 135-14-39.7 301 299 20.4
 18:03:03 34-33-20.8 135-14-17.7 301 300 20.5


